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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成23年4月14日(2011.4.14)

【公開番号】特開2010-29690(P2010-29690A)
【公開日】平成22年2月12日(2010.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2010-006
【出願番号】特願2009-244299(P2009-244299)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３５２Ｆ
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３５２Ｌ
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３２８　
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３５２Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月28日(2011.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体を個々に識別可能な記録媒体識別情報に対応付けて遊技媒体の貸与に使用され
る残額を管理する管理装置と、
　遊技機に対応して設けられ、前記管理装置と通信可能な複数の遊技用装置と、
　前記記録媒体識別情報に対応付けて前記管理装置で管理されている残額である管理残額
の精算処理を前記管理装置と連携して行なう精算装置とから構成され、
　前記複数の遊技用装置の各々は、前記管理残額の範囲内で行なう貸与処理を前記管理装
置と連携して行なう遊技用システムであって、
　前記記録媒体は、前記精算装置で行なわれる前記精算処理に伴い該精算装置により更新
される通番が記録され、
　前記管理装置は、前記記録媒体識別情報に対応付けて通番を記憶し、
　前記遊技用装置は、
　　前記管理装置と通信できる通信可能状態であるか通信できない通信不可能状態である
かを検知する第１の通信可否検知手段と、
　　該第１の通信可否検知手段により通信可能状態を検知しているときに前記記録媒体を
受け付けたことに基づいて、該受け付けた記録媒体に記録されている記録媒体識別情報と
通番とを前記管理装置に対して送信する記録通番送信手段と、
　　前記貸与処理に伴って該貸与処理が行なわれる旨を示す貸与処理情報を前記管理装置
に対して送信する貸与処理情報送信手段と、
　　前記第１の通信可否検知手段による検知に関わらず、遊技者の排出操作に応じて、前
記記録媒体を排出する記録媒体排出処理を行なう記録媒体排出処理手段と、
　　前記記録媒体の記録媒体識別情報に対応する管理残額を特定可能な管理残額特定情報
を前記記録媒体に記録する管理残額特定情報記録手段とを備え、
　前記管理装置は、
　　前記貸与処理情報の受信に応じて前記管理残額を減算する管理残額減算手段と、
　　前記記録通番送信手段から送信されてきた通番が該記録通番送信手段から送信されて
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きた記録媒体識別情報に対応付けられた通番と一致するか否かを判定する通番判定手段と
を備え、
　前記精算装置は、
　　前記管理装置と通信できる通信可能状態であるか通信できない通信不可能状態である
かを検知する第２の通信可否検知手段と、
　　該第２の通信可否検知手段によって前記通信可能状態が検知されているときは、前記
記録媒体の記録媒体識別情報に対応付けて前記管理装置にて管理されている前記管理残額
に基づいて精算を行なうオンライン精算処理を行なう一方、前記第２の通信可否検知手段
によって前記通信不可能状態が検知されているときは、前記記録媒体に記録されている前
記管理残額特定情報から前記管理残額を特定し、特定した該管理残額の精算を行なうオフ
ライン精算処理を行なう精算手段とを備え、
　　前記記録媒体を受け付けて、該受け付けた記録媒体の記録媒体識別情報を含む精算要
求を前記管理装置に対して送信し、
　　該精算要求に含まれる記録媒体識別情報に対応付けて管理されている管理残額を含む
精算許諾情報が管理装置から送信されてきたことを条件として、該精算許諾情報に含まれ
る管理残額に相当する貨幣を払い出すことにより、前記オンライン精算処理を行ない、
　　前記オンライン精算処理に伴って、前記記録媒体に記録される通番を更新する第１の
通番更新手段と、
　　前記オンライン精算処理に伴って、該オンライン精算処理が行われる旨を示す精算実
行通知を前記管理装置に対して送信する精算実行通知送信手段とをさらに備え、
　前記管理装置は、
　　前記精算要求の受信に応じて、該精算要求に含まれる記録媒体識別情報に対応付けて
該精算要求を受信した旨を示す精算要求受信情報を管理し、前記精算許諾情報を前記精算
装置に対して返信し、
　　前記精算実行通知の受信に応じて、前記記録媒体識別情報に対応付けられた通番を更
新して記憶する第２の通番更新手段をさらに備え、
　　前記精算実行通知の受信に応じて、前記記録媒体識別情報に対応付けて管理している
管理残額を零に更新し、該記録媒体識別情報に対応付けて管理している精算要求受信情報
を消去し、
　　前記通番判定手段により通番が一致しないと判定され、かつ前記記録媒体の記録媒体
識別情報に対応付けて前記精算要求受信情報を管理しているときには、該記録媒体識別情
報に対応付けて管理している管理残額を零に更新し前記精算要求受信情報を消去すると共
に前記通番が一致するように更新することを特徴とする、遊技用システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、遊技用システムに関する。詳しくは、記録媒体を個々に識別可能な記録媒体
識別情報に対応付けて遊技媒体の貸与に使用される残額を管理する管理装置と、遊技機に
対応して設けられ、前記管理装置と通信可能な複数の遊技用装置と、前記記録媒体識別情
報に対応付けて前記管理装置で管理されている残額である管理残額の精算処理を前記管理
装置と連携して行なう精算装置とから構成され、前記複数の遊技用装置の各々は、前記管
理残額の範囲内で行なう貸与処理を前記管理装置と連携して行なう遊技用システムに関す
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００６】
　（１）　記録媒体（たとえば、会員カード４，ビジタコイン５）を個々に識別可能な記
録媒体識別情報（たとえば、記録媒体ＩＤ）に対応付けて遊技媒体（たとえば、パチンコ
玉）の貸与に使用される残額を（たとえば、ハードディスク５５の残額管理ＤＢにて）管
理する管理装置（たとえば、管理装置５０）と、
　遊技機に対応して設けられ、前記管理装置と通信可能な複数の遊技用装置（たとえば、
玉貸ユニット２０）と、
　前記記録媒体識別情報に対応付けて前記管理装置で管理されている残額である管理残額
の精算処理を前記管理装置と連携して行なう精算装置（たとえば、精算装置６０）とから
構成され、
　前記複数の遊技用装置の各々は、前記管理残額の範囲内で行なう貸与処理を前記管理装
置と連携して行なう遊技用システム（たとえば、遊技用システム１）であって、
　前記記録媒体は、前記精算装置で行なわれる前記精算処理に伴い該精算装置により更新
される通番が記録され、
　前記管理装置は、前記記録媒体識別情報に対応付けて通番を記憶し、
　前記遊技用装置は、
　　前記管理装置と通信できる通信可能状態であるか通信できない通信不可能状態である
かを検知する第１の通信可否検知手段と、
　　該第１の通信可否検知手段により通信可能状態を検知しているときに前記記録媒体を
受け付けたことに基づいて、該受け付けた記録媒体に記録されている記録媒体識別情報と
通番とを前記管理装置に対して送信する記録通番送信手段と、
　　前記貸与処理に伴って該貸与処理が行なわれる旨を示す貸与処理情報を前記管理装置
に対して送信する貸与処理情報送信手段と、
　　前記第１の通信可否検知手段による検知に関わらず、遊技者の排出操作に応じて、前
記記録媒体を排出する記録媒体排出処理を行なう記録媒体排出処理手段と、
　　前記記録媒体の記録媒体識別情報に対応する管理残額を特定可能な管理残額特定情報
を前記記録媒体に記録する管理残額特定情報記録手段とを備え、
　前記管理装置は、
　　前記貸与処理情報の受信に応じて前記管理残額を減算する管理残額減算手段と、
　　前記記録通番送信手段から送信されてきた通番が該記録通番送信手段から送信されて
きた記録媒体識別情報に対応付けられた通番と一致するか否かを判定する通番判定手段と
を備え、
　前記精算装置は、
　　前記管理装置と通信できる通信可能状態（たとえば、オンライン状態）であるか通信
できない通信不可能状態（たとえば、オフライン状態）であるかを検知する第２の通信可
否検知手段（たとえば、制御部６２、Ｓ８００）と、
　　該第２の通信可否検知手段によって前記通信可能状態が検知されているときは、前記
記録媒体の記録媒体識別情報に対応付けて前記管理装置にて管理されている前記管理残額
に基づいて精算を行なうオンライン精算処理を行なう（たとえば、Ｓ２２１ａで管理装置
５０から送信された精算許諾情報に含まれる管理残額分の貨幣をステップＳ７８１で払出
す）一方、前記第２の通信可否検知手段によって前記通信不可能状態が検知されていると
きは、前記記録媒体に記録されている前記管理残額特定情報から前記管理残額を特定し（
たとえば、制御部６２、Ｓ９１２、Ｓ９１３）、特定した該管理残額の精算を行なうオフ
ライン精算処理を行なう精算手段（たとえば、制御部６２、Ｓ９１４）とを備え、
　　前記記録媒体を受け付けて、該受け付けた記録媒体の記録媒体識別情報を含む精算要
求を前記管理装置に対して送信し、
　　該精算要求に含まれる記録媒体識別情報に対応付けて管理されている管理残額を含む
精算許諾情報が管理装置から送信されてきたことを条件として、該精算許諾情報に含まれ
る管理残額に相当する貨幣を払い出すことにより、前記オンライン精算処理を行ない、



(4) JP 2010-29690 A5 2011.4.14

　　前記オンライン精算処理に伴って、前記記録媒体に記録される通番を更新する第１の
通番更新手段と、
　　前記オンライン精算処理に伴って、該オンライン精算処理が行われる旨を示す精算実
行通知を前記管理装置に対して送信する精算実行通知送信手段とをさらに備え、
　前記管理装置は、
　　前記精算要求の受信に応じて、該精算要求に含まれる記録媒体識別情報に対応付けて
該精算要求を受信した旨を示す精算要求受信情報を管理し、前記精算許諾情報を前記精算
装置に対して返信し、
　　前記精算実行通知の受信に応じて、前記記録媒体識別情報に対応付けられた通番を更
新して記憶する第２の通番更新手段をさらに備え、
　　前記精算実行通知の受信に応じて、前記記録媒体識別情報に対応付けて管理している
管理残額を零に更新し、該記録媒体識別情報に対応付けて管理している精算要求受信情報
を消去し、
　　前記通番判定手段により通番が一致しないと判定され、かつ前記記録媒体の記録媒体
識別情報に対応付けて前記精算要求受信情報を管理しているときには、該記録媒体識別情
報に対応付けて管理している管理残額を零に更新し前記精算要求受信情報を消去すると共
に前記通番が一致するように更新する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　このような構成によれば、通信不可能状態においても、管理残額を精算することができ
るため、遊技者の利便性を向上させることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、管理装置は、通番が一致せず、かつ精算要求受信情報を管理しているときに、管
理残額を零に更新するので、精算装置がオンライン精算をしてから、管理装置が精算実行
通知を受信する前に通信不可能状態となった場合、即ち、遊技者に貨幣が払い出されてい
るにも拘わらず、管理残額が零に更新されていない状況となっても、その後、記録媒体の
通番の受信によって管理残額を零に更新することができ、遊技場の損害を防止することが
できる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
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【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
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